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交換期限
2033年期限表示シール（例）

製品には、このような期限表示シールが貼付されております。

ＬＰガスの安全・安心は期限管理からＬＰガスの安全・安心は期限管理からＬＰガスの安全・安心は期限管理からＬＰガスの安全・安心は期限管理から

『ＬＰガス安心サポート推進運動』を支援しております。

一般社団法人
日本エルピーガス供給機器工業会
〒105−0004  東京都港区新橋5−20−4（新虎サウスビル3F）
TEL ０３−５７７７−１９７４　　FAX ０３−５７７７−１９８５

供給機器の交換期限

保 安 確 保 機 器
年数

（Ⅰ類） （Ⅱ類）

調　　 整　　 器 10 年 ７年

高 圧 ホ ー ス 10 年 ７年

低 圧 ホ ー ス 10 年 ７年

ガスメーター（法定検満期間） ７年・10 年

液石法告示第 121 号第５条「期限管理」に基づく。

ＬＰガスの安全・安心は期限管理から

マイコンメーターの検定有効期間は
7 年または 10 年

圧力調整器・高圧ホース・低圧ホース
の交換期限は７年または 10 年

2030年4月

19000

有効期限

2033
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１　経済産業省からの通知文書等

　事業団広報第224号が発行された令和５年５月15日以降、経済産業省から当事

業団に対して発出された通知はありませんが、経済産業省において公表されてい

る内容について、あらためて本誌に掲載して関係者にお知らせいたします。

⑴　液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律の改正について

　　（�令和５年６月16日公布、公布の日から起算して１年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日の施行）

　（注１）�　改正概要及び新旧対照条文についてのみ掲載します。なお、本資料は

経済産業省のホームページでもご覧いただけます。次のＵＲＬをご参照

ください。

　　　　�https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/

oshirase/2023/06/20230616.html

　（注２）�　デジタル規制改革推進の一括法案として、「液化石油ガスの確保及び

取引の適正化に関する法律」を含む「デジタル社会の形成を図るための

規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する

法律案」が、第211回国会に提出されたものです。
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Ⅰ
将
来
に
わ
た
って
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
展
等
を
踏
ま
え
た
規
制
の
見
直
しが

自
律
的
か
つ
継
続
的
に
行
わ
れ
る
こと
を
担
保
す
るた
め
、

見
直
しの

基
本
方
針
や
具
体
的
な
施
策
に
つ
い
て
定
め
る
。

Ⅱ
一
括
見
直
しプ

ラ
ン
に
基
づ
くア
ナ
ロ
グ
規
制
の
見
直
しを
実
現
す
るた
め
、①

書
面
掲
示
規
制
（
※
）
及
び
②
フロ
ッピ
ー
デ
ィス
ク
等
の

記
録
媒
体
に
係
る
規
制
に
つ
い
て
改
正
を
行
う。

（
※
）
７
項
目
の
規
制
の
大
部
分
は
、政

省
令
改
正
等
に
より
、法

改
正
を要

す
る
こと
な
く見
直
しの
実
現
が
可
能
。法

改
正
を行

うも
の
は
、書

面
掲
示
規
制
が
中
心
。

（
※
）
「デ
ジ
タル
原
則
に
照
らし
た
規
制
の
一
括
見
直
しプ
ラン
」（

年
６
月
デ
ジ
タル
臨
時
行
政
調
査
会
決
定
）

➢
代
表
的
な
アナ
ログ
規
制
７
項
目
の
見
直
し（

①
目
視
、②

定
期
検
査
・点
検
、③

実
地
監
査
、④

常
駐
・専
任
、⑤

書
面
掲
示
、⑥

対
面
講
習
、⑦

往
訪
閲
覧
・縦
覧
）

➢
フロ
ッピ
ー
デ
ィス
ク等

の
記
録
媒
体
を用

い
る
申
請
・届
出
等
の
オ
ンラ
イン
化

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

趣
旨 「デ
ジ
タル
原
則
に
照
らし
た
規
制
の
一
括
見
直
しプ
ラン
」（

※
）
を踏

まえ
、デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
展
を
踏
ま
え
た
その

効
果
的
な
活
用
の
た
め
の
規
制

の
見
直
しを
推
進
す
る
た
め
、①

デ
ジ
タル
社
会
形
成
基
本
法
、②

デ
ジ
タル
手
続
法
、③

ア
ナ
ログ
規
制
を定

め
る
個
別
法
の
改
正
を行

う。

デ
ジ
タル
技
術
の
進
展
等
を
踏
ま
え
た
自
律
的
・継
続
的
な
規
制
の
見
直
しの
推
進
に
係
る
改
正

デ
ジ
タル
規
制
改
革
推
進
の
一
括
法
案
に
つ
い
て

デ
ジ
タル
社
会
の
形
成
を図

る
た
め
の
規
制
改
革
を推

進
す
る
た
め
の

デ
ジ
タル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を改

正
す
る
法
律
案

デ
ジ
タ
ル
社
会

形
成
基
本
法

の
改
正

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
効
果
的
な
活
用
、テ
ク
ノロ
ジ
ー
マ
ップ

（
※
２
）
の
公
表
・活
用
に
関
連
す
る

規
定
を
措
置

※
２
デ
ジ
タル
技
術
と規

制
の
見
直
し事

項
の
対
応
関
係
を
示
した
マ
ップ

・
国
は
、デ
ジ
タル
技
術
の
進
展
等
を踏

まえ
、デ
ジ
タル
技
術
を効

果
的
に
活
用
す
る
こと
が
で
きる
よう
に

す
る
た
め
必
要
な
施
策
を講

じな
け
れ
ば
な
らな
い
こと
とす
る
（
地
方
公
共
団
体
は
国
に
準
じた
努
力
義
務
）
。

・
内
閣
総
理
大
臣
（
デ
ジ
タル
庁
）
は
、規

制
の
見
直
しに
資
す
る
技
術
に
関
す
る
情
報
（
テ
クノ
ロジ
ー
マ
ップ

等
）
に
つ
い
て
公
表
す
る
こと
とす
ると
とも
に
、国

の
行
政
機
関
等
は
当
該
情
報
を活

用
す
る
よう
努
め
な
け

れ
ば
な
らな
い
こと
とす
る
。

デ
ジ
タ
ル
規
制
改
革
を
国
の
基
本
方
針
とし
て
法
定
し、
デ
ジ
タ
ル
法
制
局
の
プ
ロ
セ
ス
（
※
１
）

に
関
連
す
る
規
定
を
措
置

※
１
新
規
法
令
等
の
デ
ジ
タル
原
則
適
合
性
を
確
認
す
る
プ
ロセ
ス

国
の
基
本
方
針
とし
て
、デ
ジ
タル
技
術
の
進
展
等
を踏

まえ
た
デ
ジ
タル
技
術
の
効
果
的
な
活
用
が

規
制
に
より
妨
げ
られ
な
い
よう
に
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
講
じら
れ
な
け
れ
ば
な
らな
い
こと
を定

め
る

とと
も
に
、当

該
見
直
しを
重
点
計
画
の
記
載
事
項
に
位
置
付
け
。

（
本
改
正
に
よ
り、
規
制
見
直
しの
方
向
性
を
明
確
に
定
め
、デ
ジ
タル
法
制
局
の
プ
ロセ
ス
等
を
重
点
計
画
に
明
記
）

デ
ジ
タ
ル

手
続
法
の

改
正

（
テ
ク
ノロ
ジ
ー
マ
ップ
の
イ
メ
ー
ジ
）
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フロ
ッピ

ー
デ

ィス
ク

等
の

記
録

媒
体

に
よる

行
政

機
関

へ
の

申
請

等
に

つ
い

て
オ

ン
ラ

イ
ン

に
よ

る
申

請
等

を
可

能
とす

る
た

め
、オ

ンラ
イン

化
を可

能
とす

る
通

則
法

で
あ

る
デ

ジ
タ

ル
手

続
法

の
適

用
範

囲
を

拡
大

。

事
業

所
等

で
の

書
面

の
掲

示

※
 2

02
2年

常
会

で
民

事
訴

訟
法

の
公

示
送

達
に

つ
い

て
デ

ジ
タル

化
の

た
め

の
改

正
が

行
わ

れ
て

お
り、

今
回

の
法

案
は

これ
を

参
考

に
した

も
の

記
録

媒
体

に
よ

る
申

請
等

の
オ

ン
ライ

ン化
に

係
る

改
正

書
面

掲
示

規
制

の
見

直
しに

係
る

改
正

※
 対

応
困

難
な

一
部

の
零

細
事

業
者

等
に

つ
い

て
は

、適
用

除
外

を
措

置
（

工
程

表
に

お
い

て
、将

来
に

向
け

て
デ

ジ
タル

化
の

取
組

を
促

して
い

くこ
とを

明
記

）

掲
示

場
等

で
の

書
面

の
掲

示

【改
正

後
】

事
務

所
に

設
置

した
パ

ソ
コン

画
面

で
の

表
示

又
は

利
用

者
保

護
や

利
便

性
、

デ
ジ

タル
デ

バ
イド

へ
の

配
慮

の
観

点
か

ら、
書

面
に

よ
る

掲
示

も
維

持

イ
ン

タ
ー

ネ
ット

に
よ

る
閲

覧
を

可
能

に

主
務

省
令

で
定

め
る

方
法

（
イ

ン
タ

ー
ネ

ット
に

よ
る

公
表

を
想

定
）

特
定

の
場

所
に

お
い

て
書

面
で

掲
示

され
て

い
た

も
の

に
つ

い
て

、イ
ン

タ
ー

ネ
ット

に
よ

る
閲

覧
等

を
可

能
とし

、い
つ

で
も

どこ
で

も
、必

要
な

情
報

を
確

認
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
で

、利
便

性
の

向
上

を
図

る
。

公 示 送 達標 識 、 利 用 料 金 等 の 掲 示

施
行

時
期

原
則

とし
て

公
布

後
１

年
以

内
（

公
示

送
達

の
デ

ジ
タル

化
は

、民
事

訴
訟

法
の

公
示

送
達

制
度

の
見

直
しの

施
行

時
期

を
踏

ま
え

、公
布

後
３

年
以

内
）

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュー
ル

等

利
用

者
の

利
便

性
、デ

ジ
タル

デ
バ

イド
へ

の
配

慮
の

観
点

か
ら、

現
地

で
の

掲
示

も
維

持

【現
行

】

掲
示

場
等

で
の

書
面

の
掲

示

【現
行

】
【改

正
後

】

行
政

機
関

が
私

人
に

通
知

等
を

行
うに

当
た

り、
その

者
の

所
在

が
不

明
で

あ
る

場
合

等
に

、一
定

期
間

、掲
示

（
公

示
）

を
す

る
制

度

【改
正

後
】

【現
行

】

フロ
ッピ

ー
デ

ィス
ク

等
の

記
録

媒
体

を
提

出
す

る
こと

とさ
れ

て
い

る
手

続
に

は
デ

ジ
タ

ル
手

続
法

が
適

用
さ

れ
な

い
⇒

 オ
ン

ラ
イ

ン
で

行
うこ

とが
で

き
ず

、
フロ

ッピ
ー

デ
ィス

ク等
の

特
定

の
記

録
媒

体
の

使
用

義
務

デ
ジ

タ
ル

手
続

法
の

適
用

範
囲

を
拡

大
し、

フロ
ッピ

ー
デ

ィス
ク等

の
記

録
媒

体
に

よる
手

続
に

つ
い

て
も

オ
ン

ラ
イ

ン
可

能
に

書
面

等

電
磁

的
記

録
媒

体
（

フロ
ッピ

ー
デ

ィス
ク

等
）

デ
ジ

タル
手

続
法

の
適

用
対

象
＝

同
法

に
よ

りオ
ンラ

イン
可

能

書
面

等

電
磁

的
記

録
媒

体
（

フロ
ッピ

ー
デ

ィス
ク

等
）

デ
ジ

タル
手

続
法

の
適

用
対

象
＝

同
法

に
よ

りオ
ンラ

イン
可

能

現
行

法
令

上
オ

ンラ
イン

不
可

デ
ジ

タル
手

続
法

の
適

用
範

囲
を

拡
大

フロ
ッピ

ー
デ

ィス
ク等

の
記

録
媒

体
の

提
出

が
必

要
パ

ソ
コン

、ス
マ

ー
トフ

ォン
等

で
手

続
が

可
能

に
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デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

〇

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

4

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
取
扱
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

8

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

9

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

10

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

11

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

12

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

水
先
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）

14

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）

16

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

質
屋
営
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
十
条
関
係
）

20

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）
（
第
十
一
条
関
係
）

21

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
十
二
条
関
係
）

22

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
十
三
条
関
係
）

24

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
十
四
条
関
係
）

25

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

海
事
代
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
十
五
条
関
係
）

26

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
十
六
条
関
係
）

27

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
十
七
条
関
係
）

29

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
十
八
条
関
係
）

31

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
十
九
条
関
係
）

36

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
条
関
係
）

38

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
一
条
関
係
）

39

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
二
条
関
係
）

41
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
三
条
関
係
）

43

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
四
条
関
係
）

44

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
五
条
関
係
）

47

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
六
条
関
係
）

51

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
七
条
関
係
）

52

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
八
条
関
係
）

55

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
九
条
関
係
）

56

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
条
関
係
）

57

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
一
条
関
係
）

58
…

○

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
二
条
関
係
）

59

…
…
…
…
…

○

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
三
条
関
係
）

67

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
四
条
関
係
）

68

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
五
条
関
係
）

69

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
六
条
関
係
）

76

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
七
条
関
係
）

77

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
八
条
関
係
）

85

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
九
条
関
係
）

87

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
条
関
係
）

88

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
一
条
関
係
）

90

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
二
条
関
係
）

92

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
三
条
関
係
）

94

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
四
条
関
係
）

95

…
…
…
…
…
…

○

農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
五
条
関
係
）

98

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
六
条
関
係
）

100

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
七
条
関
係
）

102
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
八
条
関
係
）

103

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
四
十
九
条
関
係
）

104

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
条
関
係
）

105

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
一
条
関
係
）

106

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
二
条
関
係
）

113

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
三
条
関
係
）

114

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
四
条
関
係
）

117

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
五
条
関
係
）

119

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
六
条
関
係
）

121

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
七
条
関
係
）

122

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
八
条
関
係
）

124

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
九
条
関
係
）

129

…
…
…
…
…
…
…
…

○

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
（
抄
）
（
第
六
十
条
関
係
）

131

○

消
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
六
十
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

条
関
係
）

132

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
六
十
二
条
関
係
）

134

…
…

○

特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
六
十
三
条
関
係
）

135

○

中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八
十
号
）
（
抄
）
（
第
六
十
四
条
関
係
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
136

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

137

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

144

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

145

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

146

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

147

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

148
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

150

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

151

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

152

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

153

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

154

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

155

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

新
都
市
基
盤
整
備
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

158
…

○

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
六
条
関
係
）

159

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

161

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

163

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

164

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

〇

復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）

165
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- 67 -

○

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
標
識
の
掲
示
等
）

（
標
識
の
掲
示
）

第
七
条

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
様
式
の

第
七
条

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
は
、
販
売
所
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す

標
識
に
つ
い
て
、
販
売
所
ご
と
に
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
と
と

い
場
所
に
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
様
式
の
標
識
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な

も
に
、
そ
の
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令

ら
な
い
。

で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気

通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
つ
て
直
接
受
信
さ

れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う

こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
以
外
の
者
は
、
前
項
の
標
識
又
は
こ
れ
に
類

２

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
以
外
の
者
は
、
前
項
の
標
識
又
は
こ
れ
に
類

似
す
る
標
識
を
掲
示
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆

似
す
る
標
識
を
掲
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
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２　参考資料

　高圧ガス保安協会において、令和５年度「高圧ガス保安活動促進週間」の

一環としてキャッチコピーとともにポスターが決定され、販売が開始されており

ます。

　ポスター用のキャッチコピーは、教育事業アドバイザリー委員会（委員長

澁谷忠弘　横浜国立大学教授）において、応募9,275作品について厳正な審査を

行い、以下の方々の作品が入賞作に決定しております。（敬称略）

会長賞
◆ささいな予兆も見逃さない…我ら現場のプロ集団

（住友化学株式会社　野口　紘史）

入選
◆自主保安�高める意識�事故防止 （株式会社サイサン　久松　宏彰）
◆点検は�持続可能な�危機管理 （寺西　章）

佳作
◆保安の目　見つけ摘み取る　危険の芽 （横浜液化ガスターミナル株式会社　武内　克巳）
◆効率と　安全両立　スマート保安 （株式会社エネックス新潟東港営業所　仁多見　暢尚）
◆安全は　一手先読む　余裕から （日本航空高圧株式会社　大渕　由紀）
◆地味だけど　基本作業に　宿る安全 （今村　久恵）
◆安全なガスの未来は保全から （株式会社クライオワン　山本　祐尚）
◆お互いに　気づき気づかせ　危険予知 （高砂香料工業株式会社　政岡　修平）

団体協力賞
株式会社サイサン、横浜液化ガスターミナル株式会社、旭化成株式会社製造統括本部川崎製造所、
昭和四日市石油株式会社四日市製油所、住友化学株式会社、ローム浜松株式会社、
株式会社JFEサンソセンター福山工場

令和5年9月1日よりポスター販売開始

ご注文は下の二次元
バーコードから⬇
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あります。冬には月に７～８件出ること
もあります。これに慣れてしまって、誤
表示だと高をくくってしまうと、本当の
微少漏えいを見逃してしまいます。配管
の緩みによるものや、腐食の可能性とい
う場合もあります。ＢＲ表示に緊張感を
持って臨むよう注意しています。

　　　また、だいぶ昔のことですが、風呂釜
が付いているお客さまから、使っている
と目がチカチカすると連絡がありまし
た。燃焼させてみると、バーナーからは
きれいに炎が出ます。数分間燃焼させて
も変わらず、何も問題ないように思えま
した。「大丈夫ですよ」とそこで引き上
げることもできたのですが、何の気なし
に排気筒も点検しました。そうしたら、
排気筒の中に鳥の巣ができているのを見
つけたのです。危うくＣＯ中毒事故を出
すところだったのだと、後になって怖く
なりました。

　　　慣れによって緊張感を欠いた行動を取
ってしまうと事故につながる恐れがあり
ます。そのことを常に忘れないようにす
ることが、保安では重要なことだと思っ
ています。

  保安は常に緊張感を持って、不在宅の点検調査で苦労  

（編）：はじめに、御社のＬＰガス保安に関す
るモットーがありましたら教えてくださ
い。

熊谷：「保安と営業は車の両輪だ」というこ
とです。営業は頑張れば売り上げになり
ますが、保安はいくら力を入れても売り
上げにはなりません。だからといって、
営業にばかり力を入れて保安を疎かにし
てしまっては、事故が起きて営業どころ
の話ではなくなります。反対に、保安に
力を入れすぎて営業が疎かになってしま
っては、今度は保安への投資ができませ
ん。営業と保安、この２つをバランス良
く回転させないと車輪はまっすぐ走れま
せん。

　　　この「保安と営業は車の両輪」という
言葉は、私が修行中の若いときに受けた
研修で学んだのですが、ずっと大切なこ
ととして意識しています。

（編）：保安で特に注意している点はどのよう
なことでしょうか。

熊谷：Ｓ型メーターは、ガスの消費状況によ
っては圧力が上がらず、誤って圧力微少
漏えい警告の「ＢＲ」表示が出ることが

ＬＰガス保安優良事業者を訪ねて

　今回は宮城県登米市に本社を置く「熊谷燃料住設株式会社」を
訪れ、熊谷敏明代表取締役にお話を伺いました。

───── 訪問先 ─────

熊谷燃料住設株式会社

熊谷 敏明代表取締役
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（編）：保安で苦労していることはどのような
ことでしょうか。

熊谷：留守のお客さまが多く、点検調査やガ
ス漏れ警報器の交換が期限通りに行かな
いことです。

　　　当社は、地域の販売事業者で構成する
協同組合の保安センターに法定点検調査
を委託しています。センターは２回訪問
して留守だったときは、販売事業者に連
絡を入れ、販売事業者とセンターが連携
し、お客さまの在宅時に点検調査を受け
ていただくよう呼びかけます。それでも
３回目も留守だったときは「未了」とい
うことで、このお客さまに対するセンタ
ーの業務は終わります。

　　　法的にはこれで終了してかまわないの
ですが、当社ではその後３回までアプロ
ーチするルールにしています。それでも
点検調査できないお客さまが、毎年10
数戸ほど出てしまいます。そうしたお客
さまに対しては、屋内に入らないででき
る作業だけ行っています。燃焼状態やゴ
ムホースの状態は確認できませんが、ガ
ス器具までの設備の漏えいの有無は確認
できます。

　　　ガス漏れ警報器は設置義務施設だけで
なく、屋内で燃焼器を使っているすべて
のお客さま宅に付けています。最近は、
留守や連絡が取れない、家の中に入れて
もらえないというケースが多く、期限内

での交換が難しくなっています。交換期
限を迎えたお客さまには、電話や通知文
書で月に２～３回アプローチし続けま
す。そうやっても交換できないお客さま
は年間30件ほどあります。

　　　ガス漏れ警報器は古くからある安全機
器です。その後、安全機器普及運動でヒ
ューズガス栓やマイコンメーターが普及
するようになってからは、家の中でガス
が漏れることはほとんど考えられなくな
りました。設置義務施設でないところに
は警報器を付けなくてもいいのかなと考
えることもあるのですが、これまで設置
してきたものをなくすということは、保
安レベルを落とすことになります。当社
としては、保安レベルを下げるという選
択は考えられませんので、これからもガ
ス漏れ警報器の設置を推進していきま
す。

  ゴールド保安認定取得、自然災害への対応に注力  

（編）：御社はＬＰＷＡ（省電力広域）方式を
活用した集中監視システムの導入を推進
して、認定販売事業者のゴールド保安認
定（第１号認定）を取得されていますね。

熊谷：令和元年12月から集中監視の普及に
着手し、令和３年10月に認定を取得し

ました。集中監視の普及率は現在78％
です。今年度も国の補助金を活用して設
置を進める予定で、計画通り行けば普及
率は95％を超える見込みです。

　　　集中監視の設置を進めた目的は、保安
の高度化よりも、需要拡大や業務の効率

充填所は国の中核充填所に指定されている
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化・省力化効果への期待の方が大きいで
す。社員から「検針データを用いて、料
金メニュー提案で需要拡大に取り組みた
い」「請求業務を省力化したい」という
声が上がったのがきっかけで導入を始め
ました。

　　　人手不足の深刻化に備えることも普及
を進めた背景にありました。検針業務は
専従の正社員１人と、他の正社員も交替
で担当することでなんとか行ってきまし
た。検針業務を行うには、お客さま宅を
覚えなければならず、１人で回れるよう
になるまでには３カ月かかります。人手
を安定的に確保するのが難しくなってき
ているので、集中監視を活用した自動検
針に切り替えた方がいいと判断しまし
た。

　　　導入を進めた結果、それまで専従社員
が検針業務を毎日行っていましたが、今
では月に４～５日行えば済むようになり
ました。おかげで、ガス漏れ警報器の交
換作業など、ほかの仕事に時間を割くこ
とができるようになりました。

　　　料金メニューを使った需要拡大は、実
は集中監視を普及させる前年の平成30
年から開始していました。ガスを機器ご
とに区分して計測して、割安な給湯料金
や暖房料金を適用して、給湯や暖房をガ
スに切り替えませんかと提案するものな
のですが、別途、分計器の設置や分計機
能付きメーターへの交換が必要でした。
その点、ＬＰＷＡ無線の集中監視システ
ムを付けたお客さま先は分計できるの
で、その手間がなくなり、今は本格的に
料金メニュー提案ができる環境になって
います。

　　　毎月のガス料金の請求明細をウェブで
伝える「クマ楽るっく」は、昨年末から
開始しました。お客さまは料金明細をパ

ソコンやスマートフォンで確認すること
ができ、月ごとのＬＰガス使用量のグラ
フを見たり、当社からの情報を受け取っ
たりすることもできるサービスです。来
年４月からは、紙での請求書は有料にす
る予定です。このため、それまでにでき
るだけ多くのお客さまに「クマ楽るっ
く」を利用してもらわないといけないの
ですが、まだ、140戸しか切り替わって
いません。「クマ楽るっく」の案内を強
化して、請求の電子化を進めることが、
今年の当社の最も重要な取り組み事項で
す。

（編）：御社の保安面での課題としては、どの
ようなことが挙げられるでしょうか。

熊谷：最近も全国で多発している自然災害の
対策です。平成23年の東日本大震災以
前は、容器チェーンはほとんどがシング
ル掛けでした。このため震災では相当数
の容器が転倒し、容器に引っ張られて設
備も壊れてしまいました。このため震災

災害時用の備品倉庫。ガソリン車などの
代わりとして使う自転車も装備している
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　熊谷敏明社長は３代目社長。現在のＬＰガス顧客は2,500戸で、コインランドリーや介護、不
動産事業なども行っている。
　ＬＰガス事業に携わって今まで最も印象に残っていることは「やっぱり東日本大震災」と話す
熊谷社長。「直後の復旧作業に奔走したときのことは忘れられない。最低限の電源はあったもの
の停電には苦しめられた。だから中核充填所の指定を受けた。万が一のとき、地域のために働け
る、貢献できるという思いを持つことができ安心だ」と語る。大震災の教訓は今後もさまざまな
事業に活かされていくだろう。

（基本情報）

社　 名 ： 熊谷燃料住設株式会社
宮城県登米市迫町佐沼字
北散田120－1所 在 地 ：

創　 業 ： 昭和27年（1952年）

資 本 金 ： 2,000万円

従業員数 ： 22名

事業内容 ： ＬＰガスの製造・販売、
石油製品販売、住宅設備
関連商品販売・施工、冷
暖房機器販売、厨房機器
販売、家電品販売、エア
コン丸洗い

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

以後は、すべての50kg容器は二重掛け
チェーンにしています。

　　　昨年３月に震度６強の地震があったと
きには、大きな被害はありませんでした
が、チェーンが抜けてしまったところが
いくつかありました。

　　　水害による容器流出対策も来年６月ま
でが猶予期限ですので、チェーンの抜け
やすいところの改修や点検をし、容器回

りの強靱化を図っているところです。
　　　また、業務用施設のＣＯ警報器の設置

も課題です。以前、お客さまに設置を案
内したことがあったのですが、あまり反
応がなく普及は進んでいないのが現状で
す。再度お客さまに周知して設置をお願
いするか、最終的には当社負担で設置す
ることも含め対策に取り組みたいと考え
ています。
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 行動指針「保安10カ条」を定め基本を徹底 

（編）：御社は保安活動への取り組みが評価さ
れ、平成12年にＬＰガス消費者保安功
績販売事業者通産省局長表彰、14年に
高圧ガス保安中国経済産業局長賞、15
年に高圧ガス保安経済産業省原子力安
全・保安院長表彰、21年に高圧ガス保
安経済産業大臣表彰など数多くの保安表
彰を受賞されています。

　　　はじめに、御社のＬＰガス保安に対す
る取り組みについての考えやモットーに
ついて聞かせてください。

西本：お客さまに安心して快適な暮らしをし
ていただけるよう「保安とアフターサー
ビス」を第一に考えています。特に、ガ
ス事業者にとって最も大切な保安業務に
ついては「保安なくして販売なし」の経
営理念に基づき、保安業務にはより多く
の人と投資を行っています。

　　　ベースとなるのが「ニシモトヤ保安
10カ条」です。これは、保安に対する
心構えを行動指針として定めたもので、

「保安とは①自社の未来を映す鏡、②お
客さまへの愛情が大切、③継続すること
が大切、④攻める気持ちが大切、⑤確認
作業が大切、⑥油断大敵、保安には⑦予

ＬＰガス保安優良事業者を訪ねて

　　今回は広島県広島市に本社を置く「有限会社西本屋」を訪れ、
西本洋介代表取締役にお話を伺いました。

───── 訪問先 ─────

有限会社西本屋
西本 洋介代表取締役

これまでに保安表彰を数多く受賞

行動指針「ニシモトヤ保安10カ条」
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断は禁物、⑧自己満足は不要、⑨自己責
任の心構えが必要、⑩無駄と言う事は
ない」という10項目からなっています。
これを基本にして、社員教育や訓練を通
じて関連法令の周知徹底、保安技術の向
上、保安意識の高揚に努め、保安業務の
充実を図っています。

（編）：具体的にはどのような取り組みをされ
ていますか。

西本：毎月１回、現場で保安研修を行ってい
ます。若手、ベテラン織り交ぜた班に分
け、業務用施設に出向いて保安点検を行
うもので、作業をしながらベテラン社員
が点検ポイントやメンテナンス手法など
を若手社員に教えて、点検能力のレベル
アップを図っています。

　　　各種安全機器を設置しているというだ
けで、安心していては駄目です。油断大
敵の気持ちで、機器がきちんと機能して
いるかどうか、現場でしっかりと確認す
ることが大事です。また、外部講師を招
いての勉強会も２カ月に１回程度実施し
ていて、事故事例やヒヤリハット事例な
どを学んで、事故予防につなげています。

（編）：保安の取り組みのなかで、特に重点を
置かれていることはどのようなことでし
ょうか。また、苦労されていることがあ
りましたら聞かせてください。

西本：ハード面では、マイコンメーター、ガ
ス漏れ警報器、ガス漏れ防止機能付きガ
ス栓の安全機器３点セットの取り付けを
早くから実施してきました。当社は集中
監視システムを採用していますが、ガス
警報器との連動率は現在70％以上、業
務用では100％連動しています。

　　　近年、全国各地で地震や豪雨などの自
然災害が多発していますが、10年前か

らガス放出防止型高圧ホースへの切り替
えに取り組み、一昨年すべて取り替えを
完了しました。容器へのチェーン等の二
重掛けも期限内100％達成を目指し、現
在進行中です。

　　　苦労している点としては、やはり消費
設備の点検・調査などでお客さまを訪問
する際に、不在が多いことです。周知活
動もただ単に周知文書を配るだけでな
く、お客さまと対面し、現場に沿った注
意点や危険ポイントなどを、口頭できっ
ちり伝えることが大事だと思います。

（編）：経済産業省が策定した保安対策指針
「液化石油ガス安全高度化計画2030」で
は、保安基盤の整備におけるアクション
プランとして、スマートメーターや集中
監視システムなどを利用した保安の高度
化が推奨されています。

　　　御社は新たな認定制度がスタートした
平成28年４月にゴールド保安認定（第
一号）を取得し、集中監視システムの普
及に力を入れて来られました。集中監視
システム導入のメリットなどについて聞
かせてください。

西本：平成６年10月に電話回線を利用した
集中監視システムの導入を決断し、スタ
ートさせました。その後、平成16年に携
帯電話方式を利用したオールワイヤレス
システムの端末装置を導入しました。こ
れは親機から各家庭に付いた子機に無線
を飛ばし、通信ネットワークにより監視・
通報や自動検針を行うものです。私は
20年前に入社しましたが、当時夏の暑い
盛りに、集合住宅で汗だくになって親機
と子機を付けて回ったのを覚えています。

　　　集中監視システムは、ガスの消し忘れ
やガス漏れなどが起きるとマイコンメー
ターが異常を感知し、電話回線を通じて
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センターへ自動的に通報が入ります。異
常の内容に応じてお客さまへ電話連絡で
状況を確認し、対応が必要な時は当社の
社員が緊急出動して、ＬＰガス事故を未
然に防ぎます。

　　　ガス漏れやガス器具の異常使用の発
見、消し忘れの確認など、保安上のメリ
ットだけでなく、容器のガス残量を自動
的にチェックできるので、安定供給や配
送効率化の点でも有効です。

　　　ゴールド保安認定で緊急時対応要件が
40㎞から60㎞に拡大し、当社のガス供
給エリアも拡大しましたが、当社はお客
さまの安全を守ることが最優先なので、
本社から緊急時に駆けつけられる範囲内

でお客さまを開拓していきたいと考えて
います。

　　　また、定期点検調査も４年に１回以上
から５年に１回以上に緩和されました
が、これからは顧客密着度の向上も大切
になると考え、引き続き４年に１回の点
検を実施していきます。

　　　通信回線のデジタル化や無線化など、
時代とともに通信形態が変化するなかで
更新費用もかさみましたが、投資を継続
し、昨年ようやくすべてのお客さまに集
中監視システムを設置することができま
した。現在は国の補助金などを活用し、
順次ＬＰＷＡ（省電力広域）方式への切
り替えを進めています。

  お客さまとの接点を持ち、役に立てる会社に  

（編）：行政へのＬＰガス保安に関する要望な
どがあれば聞かせてください。

西本：保安を維持、継続していくためにはコ
ストもかかるので、保安関連の補助金予
算をより多くつけてもらいたいです。お
客さまの安全を守るためには、保安への
投資を惜しんではいけないと思います
が、小規模事業者にとっては保安投資の
負担が大きいのも現実です。スマートメ
ーターやＬＰＷＡの普及を一つの足掛か
りに、規模の小さな会社ももっと支援し
てほしいと思います。

（編）：御社がお客さまとの関係を構築してい
く上で、ほかに力を入れていることはあ
りますか。

西本：当社の取り組みなどを伝える発信ツー
ルとして年２回、はがきサイズのミニミ
ニ情報便り「こばこだより」も発行して
います。Ａ３判・両面刷りをはがきサイ
ズに折り込んだもので、メインはガス器

具やセールの案内ではなく「美味しい店」
や季節に合った「おすすめスポット」、「お
手軽クッキング」レシピ、社員紹介、読

年２回はがきサイズの情報便りを発行
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者の口コミ情報、水回りのビフォーアフ
ター、抽選クイズプレゼントなど、お客
さまの目に止まる豆知識や情報を載せて
います。

　　　ガス機器には住環境を快適にするだけ
でなく、家事ラクや時短、高齢者の見守
りなどにも貢献する商材が数多くありま
す。最新ガス機器の優れた機能のほか、
クリーンで高カロリー、災害に強いこと
などＬＰガスの特性を含めてしっかりア
ピールし、提案していきたいと考えてい
ます。

　　　そのためには、まずはお客さまと接点
を持つこと。点検などでお客さま宅を訪

問するなかで、お客さまの困り事を聞き
出し、ガスはもちろん、困り事の解決な
ど、周辺領域も含めてより多くのシーン
でお役に立てる会社であり続けたいと思
っています。そして、お客さま、取引先、
社員、友人などの縁を大事に、そのつな
がりでお客さまも増えていくというのが
理想です。

（編）：最後に好きな言葉がありましたら教え
てください。

西本：好きな言葉は「継続は力なり」です。
ガス屋さんにぴったりの言葉ではないで
しょうか。

　西本屋（ニシモトヤ）の前身は昭和初期、西本洋介代表取締役の祖父が広島市の丹那町で営ん
でいた雑貨商にさかのぼる。戦後まもなく、広島駅南の荒神町で薪炭商として再スタート。以後、
燃料一筋に地道な努力を積み重ね、昭和23年４月に西本屋を設立した。今年で75年になる。昭
和32年ごろからＬＰガスの販売を開始し、40年10月に現在本社がある広島駅北の光町に移転し
た。「ガスの供給を通じて、豊かで快適な暮らしのお手伝い」をテーマに、水回りリフォームや
家電製品に事業を拡大する西本屋の今後に期待したい。

（基本情報）

社　 名 ： 有限会社西本屋
広島県広島市東区光町
1-6-10所 在 地 ：

設　 立 ： 昭和23年（1948年）４月

資 本 金 ： 300万円

従業員数 ： 19名

事業内容 ： ＬＰガス販売、ガス機器・
住設機器の販売、以上販売
品目に関連する工事、管理、
サービス業務

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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４　令和４年「ＬＰガスの漏えい等による事故」の発生状況
（経済産業省公表資料から）

　令和４年（2022年）の「ＬＰガスの漏えい等による事故」の発生状況について、経済

産業省公表の「2022年事故集計表」（令和５年２月末現在）に基づく同省における分析

結果は以下のとおり。

　なお、従来、公表されてきた「事故概要」は令和４年７月31日を最後に更新されてい

ない。

（注）経済産業省公表資料のＵＲＬは次のとおり。

　　�https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/

lpjiko/jikosyukei_2022.pdf

〇　総事故件数は261件

　令和４年のＬＰガス事故の総件数は261件で、令和３年の220件から41件増加した。

直近５年（平成29年～令和３年）の平均の205.6件と比較しても多い。増加要因は、

ＬＰガス販売事業者等起因の事故が令和３年の41件から65件に増加し、他工事業者

起因の事故が64件から72件に増加したことなどによるものである。

〇　死亡者は0人、負傷者数は26人

　死亡者数は、平成29年は0人、平成30年に1人、令和元年は0人、令和２年、令和

３年は1人と、ここ５年は0～ 1人で推移している。負傷者数は26人で令和３年から

５人増加した。

〇　重大な事故（Ｂ級以上の事故）は0件、ＣＯ中毒事故も0件

　令和２年、令和３年はＢ級以上の事故が１件（死亡者１人、雪害事故）発生して

いたが、令和４年は0件であった。また、ＣＯ中毒事故は、令和元年に液石法公布

の昭和42年以降初めて０件となり、令和２年～令和４年も引き続き発生していない。
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〇　原因者別で「他工事業者」による事故が最大の72件

　事故の内容を原因別にみると、他工事業者（解体工事業者、リフォーム工事業者、

水道工事業者等）による事故が72件（総事故件数の27.6％）と最も多く、一般消費

者等の55件（同21.1％）、ＬＰガス販売事業者等の65件（同24.9％）を上回った。
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５　令和４年度（令和4.10.1 ～ 5.10.1）ＬＰガス事故集計表
（令和5.6.30現在中間集計）

１表　ＬＰガス事故（速報）集計表…………………………………………………… 46

２表　事業者の過失に起因する「ガス漏れによらない」事故集計表……………… 47

３表　事業者の過失に起因する「ガス漏れによらない」事故（経年推移）………… 48

４表　事業者の過失に起因する「ガス漏れによらない」事故の損害対象別分類… 50

５表　事業者の過失に起因する「ガス漏れによらない」事故
　　　（都道府県別発生状況　令和４年度・令和３年度）…………………………… 52

６　事業者の過失に起因する「ガス漏れによらない」事故事例…………………… 56

─ 44 ─

ＬＰガス事業団広報　No.225



ＬＰガス事故集計について

　当事業団においては、次のような事故を集計の対象としています。

　なお、年度の区切りは、各年10月１日午後４時から翌年の10月１日午

後４時まで（保険年度）です。

１　各都道府県ＬＰガス協会（事業団支部）から、次の類型の事故とし

て報告があったもの

①　ＬＰガスの漏えい等による事故（偶発事故）

②　ＬＰガスの漏えい等による事故（自損事故）

③　事業者の過失に起因する「ガス漏れによらない」事故

（容器を輸送、運搬、交換中、容器を転落、転倒などさせて、人

にけがをさせ、あるいは他人の自動車や施設、建物、工作物等

の一部に損傷を与えるというような事故）

２　液化石油ガス法に係る事故のうち経済産業省がNews Releaseとして

公表したもの

３　ＬＰガス事業者賠償責任保険の幹事損害保険会社から、事故が発生

した結果、同保険により保険金を支払ったと報告があったもの

─ 45 ─

ＬＰガス事業団広報　No.225



損害区分

件数 比率 死亡 傷害 全焼壊
一部
損害

件数 比率 件数 比率

件 ％ 人 人 件 件 件 件 ％ 件 ％

事業者
ミス

消費者
ミス

第三者
責任

不可
抗力

原因
不明

人 人 件 件 件

（注）１

事故別区分

令和４年度の数値は、保険期間（10月１日～10月１日）の中間報告であり、今後増加が見込まれる。

　事故件数は、集計日現在で事業団が把握している件数を集計している。
　損害保険会社等からの事故報告にはタイムラグがあり、保険年度終了後に報告を受けることもある
ことから、保険年度終了後にも事故件数には動きがある。
　このため、前年度の事故件数については、現時点での集計のほか、今年度の事故件数と同様の条件
で比較するために１年前の集計も併せて計上している。

ＬＰガスの漏えい
等による事故

　事故件数は、保険年度内に発生した件数を集計している。

合　　計

自損事故

令4.6.30現在事 故 件 数 人 身 被 害

件 件

建 物 損 害

事業者の過失に
起因する「ガス漏
れによらない」事
故
（容器運搬中容器
が転倒し建物、車を
破損等）

１１表表  令令和和４４年年度度（（令令和和44..1100..11～～令令和和55..1100..11））ＬＬPPガガスス事事故故（（速速報報））集集計計表表
((令令和和55..66..3300現現在在    中中間間集集計計））

令和４年度 令和３年度

車、そ
の他

動産損
害

令3.6.30現在
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消費者 第三者 消費者 第三者

件 件 件 件 件 件 件 件 件 件
小計

うち販売事業者扱い

うち配送事業者扱い

うち受託認定保安機関扱い

小計

うち販売事業者扱い

うち配送事業者扱い

うち受託認定保安機関扱い

小計

うち販売事業者扱い

うち配送事業者扱い

　 うち受託認定保安機関扱い

うちスタンド扱い

小計

うち販売事業者扱い

うち配送事業者扱い

うち受託認定保安機関扱い

小計

うち販売事業者扱い

うち配送事業者扱い

うち受託認定保安機関扱い

合計

うち販売事業者扱い

うち配送業者扱い

うち受託認定保安機関扱い

うちスタンド扱い

（注）１

　人身被害・対物被害の双方が発生している事故があるため、損害区分別の小計と合計の件数が一致していない。

　令和４年度の数値は、保険期間（10月１日～10月１日）の中間報告であり、件数は今後増加が見込まれる。

傷　　　害 建物、
工作
物等

車、
その
他

動産

小計

単なる工
事、作業等
のミスによ
る事故

　　　　　　　　　　　　　損害区分

    原因区分

令和３年度

  ２２表表　　事事業業者者のの過過失失にに起起因因すするる｢｢ガガスス漏漏れれにによよららなないい｣｣事事故故集集計計表表

令和
4年度

（令5.6.30
現在）
（注３）

対  物  損  害

死　　　亡

容器運搬
具の接触
等による事
故

人　　身　　被　　害

小計

　事故件数は、保険年度内に発生した件数を集計している。
　事故件数は、集計日現在で事業団が把握している件数を集計している。
　損害保険会社等からの事故報告にはタイムラグがあり、保険年度終了後に報告を受けることもあることから、
保険年度終了後にも事故件数には動きがある。
　このため、前年度の事故件数については、現時点での集計のほか、今年度の事故件数と同様の条件で比較する
ために１年前の集計も併せて計上している。

事業者施
設（建物、
塀、看板等
の工作物）
の倒壊、ガ
ススタンド
における作
業ミス等に
よる事故

容器輸送、
運搬、交換
中における
容器の転
倒等による
事故

令5.6.30
現在

合　　計

令4.6.30
現在

そ　の　他
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件数 比率

件 件 件 件 件 件 ％

（１）  人　力

配送車

吊上げ機

 　　　　　小　　　　　　　　計

t1. 容器置場

t2．配管

t3．器具取付け

t4．消費設備修理

t5．保安業務

t6．バルク関係

小計

　　　　　　合　　　　　　　　　　　　計

f.搬入経路が狭い

b.天候等で足元が滑る

d.搬入経路に段差や坂がある

（注）１　令和5年6月30日時点での数値です。
　　　２　四捨五入のため、比率の合計が一致しない場合があります。

（３）

j.手押車から容器が転落

h.立てておいた容器が倒れる

m.容器の積載方法が不良

 そ の 他

容器運搬具の事故

k.その他

l.ゲートから容器が落下

c.身体のバランスを崩す

令和
４年度

n.荷台から容器が落下

区　　　　分
令和

３年度

g.容器設置場所が狭い

i.担いだり転がしてぶつける

q.フックが折れる

小　　　　　計

　　３３表表    事事業業者者のの過過失失にに起起因因すするる「「ガガスス漏漏れれにによよららなないい」」事事故故（（経経年年推推移移））

事　　故　　原　　因 

容器輸送、
運搬、交換
中における
容器の転
落、転倒に
よる事故

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

小　　　　　計

w.上記以外

s.壁に立掛けた運搬具が倒れる

合　　計

(パワー
ゲート）

（２）

a.天候等で手が滑る

e.搬入経路の足場が不良

u.ガスの供給不能

v.オートガススタンド内事故

p.ワイヤーが切れる

o.その他

小　　　　　計

t.工事、作業
  中のミス

r.手押車（二輪車）等が他物に接触
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搬入経路に段差、狭い
464 件
13.7%

担ぐ、転がしてぶつける
442 件 13.0%

手押し車が接触
390 件
11.5%

手足が滑る、
バランスを崩す

351 件
10.3%

立てておいた容器が
倒れる

240 件 7.1%

運送中、トラック荷台へ
の容器積み下ろし中

169 件
5.0%

その他
187 件 5.5%

工事、作業中のミス
1,009 件

29.7%

オートガススタンド
内事故

57 件 1.7%

ガス供給不能
24 件 0.7% その他

61 件 1.8%

【ガス漏れによらない事故 原因区分別分類】
（平成30～令和4年度 3,394件中）

（令和5年6月30日現在）

斜線部は「容器運搬中の事故」（2,243件（66.1％））の内訳

【ガス漏れによらない事故  原因区分別分類】
（平成30 ～令和４年度　3,394件中）

（令和5年6月30日現在）
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件数 比率

　　　　件 　　　　件 　　　　件 　　　　件 　　　　件    件 ％

  （内　訳）

建物

フェンス・塀

埋設管（排水・
浄化槽等）

濡損

車両等

 供給不能等で
 仕掛品不良 陶磁器

美容室髪質改
善代金等

陶磁器 陶磁器　2 飲食店の米

仕掛品
（医薬品）

鶏26,000羽 コメ4,075㎏ 機械 パックライス

ソケット 金属部品 製品

食材
飲食店営業損
失

食材ロス・営
業損失

お茶 麩菓子原材料 菓子

中上げ 養鶏場ひな

商品タイル原
材料

ベアリング

その他

ガススタンドでト
ランクに挟込み、
充てんノズル操作
ミスで負傷

容器積込み交換中
に、容器が歩行者
に接触等

その他

４４表表　　事事業業者者のの過過失失にに起起因因すするる「「ガガスス漏漏れれにによよららなないい」」事事故故のの損損害害対対象象別別分分類類

 区　分

（注）1  令和5年6月30日時点での数値です。

合合　　　　計計

（エアコン室外
機、テレビ、洗
濯機、パソコ
ン、温室、水
槽、湯沸器、盆
栽、灯篭等）

人人　　　　損損

　２　複数の被害が発生している事故については、より被害が大きいものの区分に計上した。

平成30年度
         年  度 合　　計

令和３年度 令和４年度令和２年度令和元年度

物物    　　損損
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建物
1,573 件

46.3%

車両
518 件
15.3%

フェンス・塀
364 件
10.7%

濡れ損
303 件
8.9%

埋設管等
297 件
8.8%

車両以外の動産
298 件
8.8%

供給不能で製品不良
24 件
0.7%

人身被害
17 件
0.5%

【ガス漏れによらない事故 損害対象別分類】
（平成30～令和4年度 3,394件中）

（令和5年6月30日現在）

【ガス漏れによらない事故  損害対象別分類】
（平成30 ～令和４年度　3,394件中）

（令和5年6月30日現在）
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　 事故内容

　　　　区分

都道府県

北海道

青森県

秋田県

岩手県

山形県

宮城県

福島県

栃木県

茨城県

千葉県

埼玉県

群馬県

東京都

神奈川県

新潟県

長野県

山梨県

静岡県

愛知県

三重県

岐阜県

富山県

石川県

５５表表　　　　令令和和４４年年度度　　事事業業者者のの過過失失にに起起因因すするる「「ガガスス漏漏れれにに

事故の内容別内訳

(1) 容器輸送、
運搬、交換中
における容器
の転落、転倒
等による事故

(2) 容器運搬
具の接触等に
よる事故

(3) 事業者施
設（建物、塀、
看板等の工作
物）の倒壊、ガ
ススタンドにお
ける作業ミス
等による事故

(4) 単なる工
事、作業中の
ミスによる事故

(5) その他

合計
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単位：件

　 事故内容

　　　　区分

都道府県

福井県

滋賀県

京都府

奈良県

和歌山県

大阪府

兵庫県

鳥取県

岡山県

島根県

広島県

山口県

徳島県

香川県

高知県

愛媛県

福岡県

佐賀県

長崎県

大分県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　　計

よよららなないい事事故故」」のの都都道道府府県県別別発発生生状状況況（（令令和和55年年66月月3300日日現現在在））

事故の内容別内訳

(1) 容器輸送、
運搬、交換中
における容器
の転落、転倒
等による事故

(2) 容器運搬
具の接触等に
よる事故

(3) 事業者施
設（建物、塀、
看板等の工作
物）の倒壊、ガ
ススタンドにお
ける作業ミス
等による事故

(4) 単なる工
事、作業中の
ミスによる事故

(5) その他

合計
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　 事故内容

　　　　区分

都道府県

北海道

青森県

秋田県

岩手県

山形県

宮城県

福島県

栃木県

茨城県

千葉県

埼玉県

群馬県

東京都

神奈川県

新潟県

長野県

山梨県

静岡県

愛知県

三重県

岐阜県

富山県

石川県

５５表表（（参参考考））　　　　令令和和３３年年度度　　事事業業者者のの過過失失にに起起因因すするる「「ガガスス漏漏れれにに

事故の内容別内訳

(1) 容器輸送、
運搬、交換中
における容器
の転落、転倒
等による事故

(2) 容器運搬
具の接触等に
よる事故

(3) 事業者施
設（建物、塀、
看板等の工作
物）の倒壊、ガ
ススタンドにお
ける作業ミス
等による事故

(4) 単なる工
事、作業中の
ミスによる事故

(5) その他

合計
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単位：件

　 事故内容

　　　　区分

都道府県

福井県

滋賀県

京都府

奈良県

和歌山県

大阪府

兵庫県

鳥取県

岡山県

島根県

広島県

山口県

徳島県

香川県

高知県

愛媛県

福岡県

佐賀県

長崎県

大分県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　　計

よよららなないい事事故故」」のの都都道道府府県県別別発発生生状状況況（（令令和和５５年年６６月月3300日日現現在在））

事故の内容別内訳

(1) 容器輸送、
運搬、交換中
における容器
の転落、転倒
等による事故

(2) 容器運搬
具の接触等に
よる事故

(3) 事業者施
設（建物、塀、
看板等の工作
物）の倒壊、ガ
ススタンドにお
ける作業ミス
等による事故

(4) 単なる工
事、作業中の
ミスによる事故

(5) その他

合計
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６　事業者の過失に起因する「ガス漏れによらない」事故事例

　事業者の過失に起因する「ガス漏れによらない」事故（令和５年４月以降に把握し
たもの）について、参考のため、内容区分別に抽出してその概要をご紹介いたします。

１　容器輸送、運搬、交換中における容器の転落、転倒等による事故

〇令和３年７月30日発生　集合住宅
　ＬＰガス容器交換をする際、トタン扉を外し立てかけて作業をしていたところ、
強風によりトタン扉が倒れ、走行中の車に接触し損傷させた。
　支払保険金　54万円

〇令和３年10月28日発生　工場
　ＬＰガス容器交換をする際に、誤って建物にぶつかり損傷させた。
　支払保険金　約44万円

〇令和４年２月６日発生　一般住宅
　ＬＰガス容器を交換中にバランスを崩して容器を落下させてしまい、浄化槽を
破損させた。
　支払保険金　約66万円

〇令和４年８月４日発生　駐車場
　ＬＰガス容器搬入時、パワーゲートに載せたボンベ（2本）を下ろしたところ、
1本のボンベが倒れ、隣の駐車場に停まっていた車両に接触し、左リアピラーを
損傷させた。
　支払保険金　約86万円

〇令和４年９月16日発生　一般住宅
　ＬＰガス容器ガス交換時に台車が自転車にぶつかり、倒れた自転車が駐車中の
車両のバックドア等に接触し損傷させた。
　支払保険金　約45万円
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〇令和４年10月18日発生　一般住宅
　ＬＰガス容器（20㎏）を手運びで移動中、駐車している車のすぐ後ろに設置さ
れていたエアコン室外機の上を超えようとした際、容器のプロテクターが車両の
リアバンパーに接触し損傷させた。
　支払保険金　約73万円

〇令和４年11月８日発生　集合住宅
　ＬＰガス容器搬入時に、バランスを崩し通路に容器を落としコンクリを破損さ
せた。その後、引き取った容器を階段にぶつけ破損させた。
　支払保険金　約57万円

〇令和４年11月10日発生　事務所
　ＬＰガス容器搬入中に、ボンベが倒れスライド式の門に接触し損傷させた。
　支払保険金　約60万円

〇令和４年11月25日発生　飲食店
　ＬＰガス容器搬送時、搬入経路にあった塀を超えた際に窓ガラスに接触し破損
させた。
　支払保険金　約36万円

〇令和４年12月19日発生　駐車場
　ＬＰガス容器を荷台から降ろす際にボンベを落としてしまい、隣に駐車中の車
両のバンパー部分に接触し損傷させた。
　支払保険金　約47万円

〇令和４年12月21日発生　自動車
　ＬＰガス容器配送中に、バランスを崩し停まっていた車に接触し損傷させた。
　支払保険金　約30万円

〇令和４年12月22日発生　一般住宅
　ＬＰガス容器交換時、雨で容器が滑り玄関扉に接触し損傷させた。
　支払保険金　約49万円

〇令和５年２月６日発生　一般住宅
　ＬＰガス容器交換作業中、容器上部の保護カバーが車両に接触し損傷させた。
　支払保険金　約39万円
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〇令和５年２月24日発生　集合住宅
　ＬＰガス容器搬送中、容器を倒してしまいマンション共用部フェンスとガラス
を損傷させた。
　支払保険金　約33万円

２　配管関係ミスによる事故

〇令和３年５月６日発生　一般住宅
　新築の住宅物件屋上にガスコックを取付ける際、雨じまいの措置が不十分だっ
たため、引き渡し後に漏水し、天井、壁の広範囲に濡れ損が発生した。
　支払保険金　約96万円

〇令和４年12月１日発生　幼稚園
　灯油管を接続させて引き渡したが、その接続が緩く、翌日漏油が発生。幼稚園
の床等広範囲に損害が発生した。
　支払保険金　約113万円

３　消費設備の取付け、修理作業中のミスによる事故

〇令和４年１月９日発生　一般住宅
　給湯器の水抜き作業を行った際、水抜きの栓の締め方が十分ではなかったため、
階下の床、壁、天井などに水漏れの損害を与えた。
　支払保険金　約98万円

〇令和４年１月27日発生　集合住宅
　給湯器の交換作業時に、本体を固定する穴をドリルで開けていたところ、ドリ
ルの刃が給水のためのパイプに当たり穴が開き、階下に水濡れの損害を与えた。
　支払保険金　約58万円

〇令和４年10月22日発生　集合住宅
　浴室追い焚き給湯器の設置時に、プラグの締め方が甘く階下に水濡れの損害を
与えた。
　支払保険金　約34万円
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〇令和４年11月７日発生　一般住宅
　ガスファンヒーター２台の壁ボックス増設工事時に、穴あけドリルで筋交いを
削り損傷させた。
　支払保険金　約72万円

〇令和４年11月27日発生　集合住宅
　給湯器の連結破損防止の水抜き作業実施後、バルブの締めが十分ではなく、漏
水を引き起こし階下の部屋の天井クロスや床材等に水濡れの損害を与えた。
　支払保険金　約54万円

〇令和５年２月５日発生　一般住宅
　設置型の浄水器を設置した際、水道直圧が浄水器にかかる施工をしたことによ
り浄水器が破裂し、キッチンやフローリング床に水濡れの損害を与えた。
　支払保険金　約90万円

４　バルク充てん等に伴うミスによる事故

〇令和４年12月31日発生　店舗
　ガス充てん作業の指示漏れにより、供給先のスーパー調理場でガス切れを発生
させ、寿司用の米が生煮え状態でしっかり炊けず、お客様に提供できない状態と
なり損害を与えた。
　支払保険金　約40万円
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自 04.10.1
至 05.10.1

販売所数 家庭業務用 工業用 卸用

ﾄﾝ ﾄﾝ ﾄﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ ﾄﾝ 事業所 ﾄﾝ 企 事 円

北海道

青  森

秋　田

岩　手

山　形

宮　城

福　島

（東北）

栃　木

茨　城

千　葉

埼　玉

群　馬

東　京

神奈川

新　潟

長　野

山　梨

静　岡

（関東）

愛　知

三　重

岐　阜

富　山

石　川

（中部）

東日本
小  計

企…企業数

＊ 保安機関 事…事業所数

保険料
都道府県名

　　販　　売　　ト　　ン　　数
ＬＰガススタンド 配　　送 保安機関

令和４年度契約
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 全Ｌ協・全 農 契 約 集 計 表

販売所数 家庭業務用 工業用 卸用

ﾄﾝ ﾄﾝ ﾄﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ ﾄﾝ 事業所 ﾄﾝ 企 事 円

福　井

滋　賀

京　都

奈　良

和歌山

大　阪

兵　庫

（近畿）

鳥　取

岡　山

島　根

広　島

山　口

（中国）

徳　島

香　川

高　知

愛　媛

（四国）

福　岡

佐　賀

長　崎

大　分

熊　本

宮　崎

鹿児島

沖　縄

（九州）

西日本
小  計

合　計

都道府県名

（０５ ．３ ．３１）

　　販　　売　　ト　　ン　　数
ＬＰガススタンド 配　　送 保安機関 保険料
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自 04.10.1
至 05.10.1

1販売所当り 家 庭 業 務 用 １ 消 費 者

全Ｌ協 全　農 合　計 全Ｌ協 全　農 合　計 消費者戸数 販 売 ト ン 数 当 り 消 費 量

戸 戸 戸 戸 トン トン

北海道

青  森

秋　田

岩　手

山　形

宮　城

福　島

（東北）

栃　木

茨　城

千　葉

埼　玉

群　馬

東　京

神奈川

新　潟

長　野

山　梨

静　岡

（関東）

愛　知

三　重

岐　阜

富　山

石　川

（中部）

東日本
小  計

加入販売所総数………………………
工業用、卸用のみ加入販売所数…… (全Ｌ協675,全農78)
差引……………………………………

＊販売所数は、家庭業務用ガス（含簡易ガス）を取扱っている販売所の数
　　　　　　　　　（工業用、卸のみ加入の販売所を除いたもの）

令和４年度契約

都道府県名
販　売　所　数 消　費　者　戸　数
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　消 費 者 戸 数 県 別 集 計 表

（０５ ．３ ．３１）

　　　　　消　費　者　戸　数 1販売所当り 家庭業務用 １ 消 費 者

全Ｌ協 全　農 合　計 全Ｌ協 全　農 合　計 消費者戸数 販売トン数 当り消費量

福　井

滋　賀

京　都

奈　良

和歌山

大　阪

兵　庫

（近畿）

鳥　取

岡　山

島　根

広　島

山　口

（中国）

徳　島

香　川

高　知

愛　媛

（四国）

福　岡

佐　賀

長　崎

大　分

熊　本

宮　崎

鹿児島

沖　縄

（九州）

西日本
小  計

合　計

都道府県名
販　売　所　数
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　都　道　府　県　別　世　帯　数　と

０４年
３月末

０３年
３月末

０２年
３月末

３１年
３月末

世帯数（A）
ＬＰガス

消費世帯数
（B）

B/A（％） B/A（％） B/A（％） B/A（％） B/A（％）

北海道

青　森

秋　田

岩　手

山　形

宮　城

福　島

栃　木

茨　城

千　葉

埼　玉

群　馬

東　京

神奈川

新　潟

長　野

山　梨

静　岡

愛　知

三　重

岐　阜

富　山

石　川

福　井

(注）

２．ＬＰガス消費世帯数は、令和５年３月末現在の事業団にて保険契約している事業者の集計表によります。

　　（主として販売店が供給するガスメーター数）

3．ＬＰガス消費世帯数は、ＬＰガス消費者戸数と同義語であり、家庭用と業務用を合計した消費世帯数です。

１．世帯数は、住民基本台帳（令和５年1月1日現在）に基づきます。

県別

令和５年３月末
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 Ｌ　Ｐ　ガ　ス　消　費　世　帯　数

０４年
３月末

０３年
３月末

０２年
３月末

３１年
３月末

世帯数（A）
ＬＰガス

消費世帯数
（B）

B/A（％） B/A（％） B/A（％） B/A（％） B/A（％）

滋　賀

京　都

奈　良

和歌山

大　阪

兵　庫

鳥　取

岡　山

島　根

広　島

山　口

徳　島

香　川

高　知

愛　媛

福　岡

佐　賀

長　崎

大　分

熊　本

宮　崎

鹿児島

沖　縄

合　計

県別

令和５年３月末
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お詫び

　事業団広報第223号（令和５年１月15日発行）99ページ「第１表　令和３年度ＬＰ

ガス消費者戸数別事業者分布表」の一部数値において誤りがありましたので、お詫び

申し上げるとともに、正しい数値についてお知らせいたします。

　関係者の方々には、ご迷惑をおかけいたしました。

〇　「令和３年度契約」の「消費者戸数」欄のうち

（誤） （正）

消費者戸数　10,000以上欄 10,106,790 10,120,567

消費者戸数　500以上　小計欄 19,453,363 19,467,140

消費者戸数　合計欄 21,739,397 21,753,174
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　ＬＰガス事業団広報No.225をお届けします。

◇�　令和５年度のブロック会議は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが５類に移行した
こともあり、１か所のＷＥＢ開催を除き集合形式で開催することができました。新型コロナ感染
者については、５類移行に合わせ全数把握から定点把握となり、感染拡大の状況もわかりづらく
なった感がありますが、引き続き油断せずお過ごしいただきますようお願いいたします。

◇�　７月には、秋田県、北九州地区を中心に、豪雨による洪水、土砂崩れ等が多発しました。８月
は、近畿地方を中心に台風に見舞われ、鉄道網にも大きな影響が及び、お盆の帰省時期とも重な
り、各地で混乱を引き起こしました。また、線状降水帯による大雨は、各地で散見されています。
　�　一方で、北から南まで猛暑という言葉を通り越した暑さの日々が続きました。
　�　今までの経験則では想定しづらい事象が起こり得るとの認識の下、一人一人が「いのちを守る
行動」を考えておく大切さを、改めて実感しています。
　�　このような中で、ライフラインを守る重要な役割を担っているＬＰガス事業者にとっては、お
客さまとの対応、保安対策等において、ご苦労の多い状況が続いていることと思います。ＬＰガ
ス事業者及び関係者の皆さまのご尽力に心より感謝申し上げます。

◇�　25回目の連載となる「ＬＰガス保安優良事業者を訪ねて」では、熊谷燃料住設株式会社（宮城
県登米市）と有限会社西本屋（広島県広島市）を訪問し、両者のＬＰガス保安に対するお考えや
具体的な取り組みなどについて詳しくお聞かせいただきました。
　�　お忙しいところ、貴重な時間を割き取材にご協力くださいました、熊谷燃料住設株式会社の熊
谷敏明代表取締役、有限会社西本屋の西本洋介代表取締役に、あらためて御礼を申し上げますと
ともに、両社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

◇�　なお、当誌は、前号（令和５年５月発行）から主に電子媒体（ＰＤＦファイル）で発行してお
ります。何かと行き届かない点がありご迷惑をおかけしておりますが、今後も改善を重ねてまい
りたいと思っておりますので、引き続きご高覧いただきますようよろしくお願いいたします

（典）
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ＬＰガス事業団が実施している

第三者被害救済事業について

　本事業は、原則として液化石油ガス法に規定する一般消費者等の消費先において、

ＬＰガスを使用する者の故意又は過失によりＬＰガスの漏えいに起因して火災や爆

発を生じ、あるいはＬＰガスの不完全燃焼等が発生し、それらの事故によって第三

者が人身被害を蒙った場合において、その第三者を対象として、「全国ＬＰガス保安

共済事業団」として見舞金を給付し救済する制度です。

救済見舞金の額は次の基準によります。

　１　死亡見舞金	 １人定額	５０万円

　２　傷害見舞金

　　⑴　全治１ヶ月以上（重傷）	 １人定額	３０万円

　　⑵　全治１ヶ月未満（軽傷）	 １人定額	 ３万円

　　　　	　（医師の治療を必要としない程度の軽微な傷害者は除く。）

　３　後遺障害見舞金

　後遺障害者に対しては、障害の度合いに応じて、５万円から２０万円まで

の額を別途審査委員会の承認を得た上で傷害救済見舞金に加算（合算限度額

３５万円～５０万円）して給付することができます。

　詳細は、事業団（担当：調査部長）へお問い合わせください。



ＬＰガス

盗
難

台
風大

雪
地震

事
故

訴
訟 被害者

ＬＰガス事業者の皆様を
様々なリスクから保険でサポートします

NE
O ＬＰ賠

LPガス事業者賠償責任保険
ＬＰガス業務の事業者リスクに対応する制度保険

　３特約加入でさらに安心⎱

―
―⎱

―
―⎱

個人情報漏えい特約 情報漏えいリスクに対応
　　　　　＋
オプション追加加入でサイバー攻撃
対応に必要な高額な費用などを追
加補償

＋
サイバーオプション

総 合 賠 償 特 約 ｝ＬＰガス業務以外のリスクに対応
労働災害総合特約 ｝従業員・経営者を守る

LPガス供給設備機器総合保険（ＬＰライフＮＥＯ）
自然災害から事業者の資産を守り

ＬＰガスの安定的供給維持を支援する新制度

 幹事保険会社 
（東日本地区担当幹事） （西日本地区担当幹事）
損害保険ジャパン株式会社 東京海上日動火災保険株式会社

　取扱代理店　
一般財団法人　全国ＬＰガス保安共済事業団

NEW


